様式Ａ（５）                                                                              
                                                                                               
                                                　経費                                         
　　　　　　　　　　　　厚生労働科学研究費補助金　　　　 変更申請書                             
                                                　事業                                         
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　　年　　　月　　　日   
　　　厚生労働大臣
（国立医薬品食品衛生研究所長）　　殿
（国立保健医療科学院長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　〒　　　　　　　　　　　     
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌﾘｶﾞﾅ                               
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　氏名　　　　　　　　　　　　 印    
                                                                                               
                                                                      経費                    
　平成　　　年度厚生労働科学研究費補助金（　　　　　　　　研究事業）　　　　変更申請について   
                                                                      事業                    
                                                                                経費           
　平成　　　年　　　月　　　日　　　　　　　第　　号をもって交付の決定を受けた　　　　　内容   
                                                                                事業           
を変更したいので、関係書類を添えて申請する。                                                   
１．　今回変更申請金額：金　　　　　　　　円也（うち間接経費　　　　　　　　円）
　　　当初交付決定金額：金　　　　　　　　円也（うち間接経費　　　　　　　　円） 
　　　差引（追加・減額）申請額：金　　　　　　　　円也（うち間接経費　　　　　　　　円） 
２．研究課題名（課題番号）    ：　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　                 ）    
作成上の留意事項                                                                               
１．宛先の欄には、規程第３条第１項の表第１１号（難治性疾患克服研究事業に限る。）の右欄に掲げる一般公募型並びに同表第２５号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については国立保健医療科学院長、同表第２４号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については国立医薬品食品衛生研究所長を記載する。
２．この申請書は、交付申請書の本文を上記のように改めるほか､「３．研究事業予定期間」から「１２．　　経費所要額調書」までについては、交付申請書に準じて作成すること
３．「差引（追加・減額）申請額」の（　）内の該当外の項目に抹線を引くこと。                     
４．この申請書には、変更の理由を具体的に記入した変更理由書を添付すること。                     
５．各様式の記入事項は、すべて交付申請書に準ずるが、変更部分については、上段に交付決定を受けたと
  きの記入事項を上段（　）書きにより記入すること。                                             
６．「承諾書」は、新たに追加する研究者がいる場合のみ添付すること。                              
